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10
月
31
日
（
火
）
は
、
町
県
民
税
（
３

期
）
及
び
国
民
健
康
保
険
税
（
４
期
）

の
納
期
限
で
す
。
納
め
忘
れ
の
な
い
よ

う
、
ご
注
意
く
だ
さ
い
。 

◎
納
期
限
ま
で
に
納
付
さ
れ
な
か
っ

た
場
合
は
督
促
状
が
送
付
さ
れ
、
督
促

手
数
料
が
徴
収
さ
れ
ま
す
。 

□
問
合
せ
先 

税
務
会
計
課 

収
納
係 

 
℡ 
74-

２
１
１
４
（
内
線
１
２
４
）

    ◆
廃
棄
物
の
不
法
投
棄
禁
止
に
つ
い

て 

廃
棄
物
の
不
法
投
棄
は
重
大
な
犯

罪
で
す
。 

廃
棄
物
の
不
法
投
棄
は
、
深
浦
町
の

美
し
い
景
観
を
損
な
い
、
自
然
環
境
を

汚
染
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
だ
け
で
は

な
く
、
私
た
ち
が
暮
ら
す
生
活
環
境
を

汚
染
し
、
健
康
被
害
を
も
た
ら
す
こ
と

に
も
つ
な
が
り
か
ね
ま
せ
ん
の
で
不

法
投
棄
は
絶
対
に
や
め
ま
し
ょ
う
。 

 

県
で
も
、
不
法
投
棄
を
防
止
す
る
た

め
、
休
日
や
夜
間
・
早
朝
の
パ
ト
ロ
ー

ル
、
ヘ
リ
コ
プ
タ
ー
や
ド
ロ
ー
ン
に
よ

る
上
空
か
ら
の
監
視
な
ど
を
行
っ
て

い
ま
す
。 

 

ま
た
、
町
に
廃
棄
物
不
法
投
棄
監
視

員
を
設
置
し
不
法
投
棄
の
監
視
・
通
報

体
制
を
と
っ
て
い
ま
す
。 

 

不
法
投
棄
（
未
遂
を
含
む
）
を
し
た

場
合
、
「「
５５
年年
以以
下下
のの
懲懲
役役
若若
しし
くく
はは

１１
，，
００
００
００
万万
円円
以以
下下
のの
罰罰
金金
」」
又
は

こ
の
併
科
と
い
っ
た
、
厳
し
い
処
罰
が

科
さ
れ
る
こ
と
と
な
り
ま
す
。 

 

不
法
投
棄
を
発
見
し
た
と
き
は
、
役

場
町
民
課
に
通
報
し
て
く
だ
さ
い
。 

◆
野
焼
き
の
禁
止
に
つ
い
て 

家
庭
ご
み
な
ど
の
「「
野野
焼焼
きき
」」
が
見

受
け
ら
れ
ま
す
。
野
焼
き
は
、
煙
や
悪

臭
で
付
近
の
住
民
へ
の
迷
惑
と
な
る

だ
け
で
な
く
ダ
イ
オ
キ
シ
ン
類
が
発

生
し
て
、
人
体
や
自
然
環
境
に
悪
影
響

を
及
ぼ
す
こ
と
に
な
り
ま
す
。 

野
焼
き
を
し
た
場
合
、「「
５５
年年
以以
下下
のの

懲懲
役役
若若
しし
くく
はは
１１
，，
００
００
００
万万
円円
以以
下下

のの
罰罰
金金
」」
が
科
さ
れ
る
こ
と
と
な
り
ま

す
の
で
絶
対
や
め
ま
し
ょ
う
。 

□
通
報
・
問
合
せ
先 

町
民
課 

町
民
生
活
係 

℡ 

74-

２
１
１
５ 

     

町
が
町
内
各
地
に
設
置
し
て
い
る
ご

み
集
積
箱
は
、
家家
庭庭
用用
一一
般般
廃廃
棄棄
物物
を

収
集
す
る
た
め
に
設
置
し
て
い
ま
す
。 

 

事
業
活
動
に
伴
っ
て
排
出
さ
れ
る
事事

業業
系系
一一
般般
廃廃
棄棄
物物
に
つ
い
て
、
事
業
者

が
自
ら
処
理
で
き
な
い
場
合
は
、
左
記

一
般
廃
棄
物
処
理
業
者
に
収
集
運
搬
を

依
頼
し
て
く
だ
さ
い
。 

 

ま
た
、
事
業
系
一
般
廃
棄
物
に
関
し

て
も
家
庭
用
一
般
廃
棄
物
と
同
様
に
分

別
す
る
よ
う
お
願
い
し
ま
す
。 

 

深
浦
町
一
般
廃
棄
物
処
理
業
許
可
業
者 

株
式
会
社
新
井
商
会 

 

℡ 

０
１
７
３-

72-

２
６
０
８ 

 □
問
合
せ
先 

町
民
課 

℡ 

74-

２
１
１
５ 

 

納納
税税
のの
おお
知知
らら
せせ  

廃廃
棄棄
物物
のの
不不
法法
投投
棄棄
とと  

野野
焼焼
きき
のの
禁禁
止止
にに
つつ
いい
てて 

事事
業業
者者
のの
方方
へへ  

  

ごご
みみ
のの
処処
理理
方方
法法
にに
つつ
いい
てて 



 
 
  

広報ふかうら（お知らせ版）② 
    

町
で
は
、
10
年
後
の
農
地
の
利
用
状

況
を
反
映
さ
せ
る
「
地
域
計
画
（
旧
：

人
・
農
地
プ
ラ
ン
）
」
を
作
成
す
る
た
め

に
、
先
行
地
区
と
し
て
次
の
地
区
に
お

い
て
座
談
会
を
開
催
し
ま
す
の
で
、
農

地
所
有
者
及
び
耕
作
し
て
い
る
農
業

者
は
ご
参
集
く
だ
さ
る
よ
う
お
願
い

し
ま
す
。 

◆
座
談
会
開
催
地
区 

○
横
磯
地
区 

 

場
所
：
横
磯
集
落
セ
ン
タ
ー 

 

日
時
：
11
月
７
日
（
火
）
13
時
～ 

○
風
合
瀬
地
区 

場
所
：
風
合
瀬
農
業
環
境
改
善
セ
ン

タ
ー 

 

日
時
：
11
月
８
日
（
水
）
13
時
～ 

□
問
合
せ
先 

農
林
水
産
課 

℡ 

74-

４
４
１
１ 

 

     

合
併
処
理
浄
化
槽
は
、
微
生
物
の
働

き
で
ト
イ
レ
や
台
所
、
風
呂
な
ど
の
生

活
排
水
を
衛
生
的
に
処
理
し
、
河
川
な

ど
へ
流
す
装
置
で
す
。
浄
化
槽
の
維
持

管
理
を
怠
る
と
、
河
川
な
ど
の
水
質
汚

濁
や
悪
臭
の
原
因
に
な
り
ま
す
。 

浄
化
槽
使
用
者
は
、
日
ご
ろ
か
ら
適

正
な
維
持
管
理
に
努
め
ま
し
ょ
う
。
ま

た
『
浄
化
槽
の
日
』
に
併
せ
、
正
し
く

維
持
管
理
を
さ
れ
て
い
る
か
再
確
認

を
お
願
い
し
ま
す
。 

◆
浄
化
槽
を
正
し
く
使
い
ま
し
ょ
う 

 

浄
化
槽
の
使
用
者
に
は
、
以
下
の
こ

と
が
義
務
付
け
ら
れ
て
い
ま
す
。 

《《
定定
期期
的的
なな
保保
守守
点点
検検
》》  

・
県
知
事
の
登
録
を
受
け
た
業
者
と
保

守
点
検
の
た
め
の
委
託
契
約
を
し
、
定

期
的
に
保
守
点
検
を
受
け
ま
し
ょ
う
。

《《
年年
１１
回回
のの
清清
掃掃
》》  

・
清
掃
を
行
い
、
溜
ま
っ
た
汚
泥
を
抜

き
取
り
ま
し
ょ
う
。 

・
保
守
点
検
及
び
清
掃
後
に
「
保
守
点

検
及
び
清
掃
の
記
録
票
」
が
渡
さ
れ
ま

す
が
、
そ
れ
は
３
年
間
保
存
し
て
お
い

て
く
だ
さ
い
。 

《《
法法
定定
検検
査査
のの
受受
検検
》》  

※
（
社
）
青
森
県
浄
化
槽
検
査
セ
ン
タ

ー
が
法
定
検
査
を
行
い
ま
す
。 

・
初
め
て
の
検
査
（
７
条
検
査
） 

使
用
開
始
し
て
か
ら
３
～
５
か
月

の
間
に
、
浄
化
槽
が
正
し
く
設
置
さ
れ

て
い
る
か
ど
う
か
を
主
に
調
べ
る
た

め
の
検
査
で
す
。 

・
定
期
検
査
（
11
条
検
査
） 

毎
年
１
回
、
日
頃
の
保
守
点
検
や
清

掃
が
適
正
に
行
わ
れ
、
浄
化
槽
の
働
き

が
正
常
に
維
持
さ
れ
て
い
る
か
を
判

定
す
る
た
め
の
検
査
で
す
。 

◆
浄
化
槽
法
に
は
、
主
に
次
の
よ
う
な

罰
則
が
あ
り
ま
す 

○
保
守
点
検
や
清
掃
が
定
め
ら
れ
た

基
準
に
従
っ
て
い
な
い
た
め
に
、
改
善

措
置
や
使
用
停
止
を
命
ぜ
ら
れ
た
に

も
か
か
わ
ら
ず
、
こ
の
命
令
に
従
わ
な

か
っ
た
場
合
、
６
か
月
以
下
の
懲
役
又

は
１
０
０
万
円
以
下
の
罰
金
。 

○
法
定
検
査
を
受
け
る
よ
う
命
ぜ
ら

れ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
受
け
な
か
っ

た
場
合
、
30
万
円
以
下
の
過
料
。 

○
「
浄
化
槽
使
用
廃
止
届
出
書
」
を
提

出
し
な
か
っ
た
場
合
、
又
は
虚
偽
の
届

出
を
し
た
場
合
、
５
万
円
以
下
の
過

料
。 

◆
そ
の
他
、
お
皿
に
つ
い
た
ひ
ど
い
汚

れ
や
使
っ
た
油
を
流
し
な
ど
に
流
さ

な
い
、
洗
濯
や
食
器
用
洗
剤
は
適
量
以

上
に
使
わ
な
い
、
ト
イ
レ
に
は
ト
イ
レ

ッ
ト
ペ
ー
パ
ー
以
外
の
も
の
は
流
さ

な
い
等
を
心
が
け
、
正
し
く
浄
化
槽
を

使
用
し
ま
し
ょ
う
！ 

□
相
談
窓
口
・
問
合
せ
先 

・
浄
化
槽
の
設
置
、
維
持
管
理
及
び
各

種
提
出
書
類
に
関
す
る
こ
と 

中
南
地
域
県
民
局
地
域
連
携
部 

 

弘
前
環
境
管
理
事
務
所 

 

℡ 

０
１
７
２-

31-

１
９
０
０ 

・
法
定
検
査
に
関
す
る
こ
と 

（
社
）
青
森
県
浄
化
槽
検
査
セ
ン
タ
ー 

 

℡ 

０
１
７-

７
２
６-

９
５
０
０ 

      

地地
域域
計計
画画
にに
係係
るる  

座座
談談
会会
をを
開開
催催
しし
まま
すす  

浄浄
化化
槽槽
のの
適適
正正
なな
維維
持持
管管

理理
をを
おお
願願
いい
しし
まま
すす  



  
広報ふかうら（お知らせ版）③ 
    

町
で
は
、
障
害
者
施
策
の
基
本
的
な

計
画
で
あ
る
「
深
浦
町
障
害
者
計
画
」

及
び
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
の
必
要
量

と
そ
の
確
保
策
を
定
め
る
「
深
浦
町
障

害
福
祉
計
画
」
、
「
障
害
児
福
祉
計
画
」

の
次
期
計
画
を
策
定
す
る
た
め
、
計
画

策
定
委
員
会
を
設
置
し
ま
す
。 

計
画
に
町
民
の
皆
さ
ん
の
ご
意
見

を
い
た
だ
き
た
く
、
策
定
委
員
を
募
集

し
ま
す
。 

◆
応
募
資
格 

町
内
に
お
住
ま
い
の
満
20
歳
以
上

の
方 

◆
募
集
人
員 

若
干
名 

◆
委
嘱
期
間 

委
嘱
の
日
か
ら
令
和
６
年
３
月
31

日
ま
で
（
計
画
策
定
終
了
ま
で
） 

◆
会
議
開
催 

令
和
５
年
12
月
か
ら
令
和
６
年
３

月
ま
で
の
間
で
平
日
に
３
回
程
度 

◆
応
募
方
法 

福
祉
課
、
各
支
所
に
備
え
付
け
の
応

募
用
紙
に
必
要
事
項
と
応
募
の
動
機

を
ご
記
入
の
う
え
、
11
月
15
日
（
水
）

ま
で
に
福
祉
課
又
は
各
支
所
に
郵
送

又
は
持
参
し
て
く
だ
さ
い
。
応
募
用
紙

は
連
絡
い
た
だ
け
れ
ば
郵
送
し
ま
す
。

◆
結
果
通
知 

応
募
者
多
数
な
ど
の
場
合
は
、
地

域
、
年
齢
、
職
業
な
ど
を
考
慮
し
て
決

定
し
、
11
月
24
日
（
金
）
ま
で
に
ご
応

募
い
た
だ
い
た
方
全
員
に
文
書
で
通

知
し
ま
す
。 

□
問
合
せ
先 

福
祉
課 

福
祉
ふ
れ
あ
い
係 

 
℡ 

 

74-

２
１
１
７ 

    

次
の
と
お
り
講
習
が
実
施
さ
れ
ま

す
。
受
験
資
格
に
は
一
定
の
要
件
が
あ

り
ま
す
。
詳
し
く
は
青
森
県
下
水
道
協

会
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
い
た
だ
く

か
、
建
設
水
道
課
下
水
道
係
に
問
合
せ

く
だ
さ
い
。 

◆
講
習
日 

令
和
６
年
１
月
16
日
（
火
）
か
ら 

令
和
６
年
１
月
26
日
（
金
） 

◆
講
習
会
場 

〇
配
管
工
認
定
講
習
（
青
森
市
、
弘
前

市
、
八
戸
市
） 

３
会
場
か
ら
選
択 

〇
責
任
技
術
者
更
新
講
習 

（
青
森
市
、
弘
前
市
、
八
戸
市
、
五
所

川
原
市
、
む
つ
市
、
十
和
田
市
） 

 

６
会
場
か
ら
選
択 

〇
配
管
工
更
新
講
習
（
青
森
市
、
弘
前

市
、
八
戸
市
、
五
所
川
原
市
、
む
つ
市
） 

 

５
会
場
か
ら
選
択 

◆
受
講
手
数
料 

〇
配
管
工
認
定
講
習 

７
，
０
０
０
円 

〇
責
任
技
術
者
更
新
講
習 

 

７
，
０
０
０
円 

〇
配
管
工
更
新
講
習 

５
，
０
０
０
円 

（
振
込
手
数
料
除
く
） 

◆
申
込
受
付
日 

〇
11
月
７
日
（
火
）
～
11
月
30
日
（
木
） 

（
土
・
日
・
祝
日
を
除
く
） 

〇
配
布
・
受
付
場
所 

 

建
設
水
道
課 

下
水
道
係 

◆
青
森
県
下
水
道
協
会
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ h
t
t
p
:
/
/
ww
w.
a
o
m
o
r
i
-p
sw
a
.
j
p
/
 

□
問
合
せ
先 

建
設
水
道
課 

下
水
道
係 

℡ 

74-
４
４
１
６
（
内
線
２
５
３
） 

 

    

11
月
中
旬
頃
に
、
令
和
６
年
裁
判
員

候
補
者
名
簿
に
登
録
さ
れ
た
18
歳
以

上
の
方
に
対
し
て
通
知
を
お
送
り
し

ま
す
。
こ
れ
は
、
来
年
２
月
頃
か
ら
の

約
１
年
間
、
裁
判
員
に
選
ば
れ
る
可
能

性
が
あ
る
こ
と
を
事
前
に
お
伝
え
す

る
も
の
で
す
。
な
お
、
こ
の
段
階
で
は
、

ま
だ
裁
判
員
に
選
ば
れ
た
わ
け
で
は

あ
り
ま
せ
ん
の
で
、
す
ぐ
に
裁
判
所
に

お
越
し
い
た
だ
く
必
要
は
あ
り
ま
せ

ん
。 

□
問
合
せ
先 

青
森
地
方
裁
判
所 

総
務
課 

庶
務
係 

℡ 

０
１
７-

７
２
２-

５
４
２
１ 

深深
浦浦
町町
障障
害害
者者
計計
画画
等等  

策策
定定
委委
員員
をを
募募
集集
しし
まま
すす  

裁裁
判判
員員
制制
度度  

～～
まま
もも
なな
くく
名名
簿簿
記記
載載
通通

知知
をを
発発
送送
しし
まま
すす
～～  

排排
水水
設設
備備
工工
事事
配配
管管
工工  

認認
定定
講講
習習
等等
のの
おお
しし
らら
せせ  



 

広報ふかうら（お知らせ版）④ 

 

    

町
民
の
能
力
向
上
の
推
進
及
び
就

業
環
境
の
改
善
に
よ
る
地
元
定
着
を

図
る
こ
と
を
目
的
に
、
仕
事
や
就
職
に

役
立
つ
資
格
ま
た
は
免
許
等
の
取
得

費
用
の
一
部
を
補
助
し
ま
す
。 

こ
の
ほ
ど
、
条
件
が
緩
和
さ
れ
た

他
、
大
型
自
動
車
免
許
が
対
象
資
格
に

追
加
と
な
り
ま
し
た
の
で
、
ぜ
ひ
ご
活

用
く
だ
さ
い
。 

◆
補
助
率
及
び
補
助
限
度
額 

・
資
格
取
得
に
要
し
た
経
費
（
講
習
会

等
の
受
講
料
、
受
験
料
、
登
録
料
等
）

の
支
出
額
の
合
計
額
の
２
分
の
１
相

当
額
（
１
円
未
満
端
数
切
捨
て
） 

・
上
限
10
万
円 

※
過
去
３
年
度
内
に
本
補
助
金
を
受

領
済
の
方
は
、
10
万
円
か
ら
交
付
確
定

額
を
除
い
た
額 

◆
対
象
資
格
等 

仕
事
や
就
職
に
役
立
つ
資
格
や
免

許
。
た
だ
し
、
普
通
自
動
車
免
許
、
普

通
自
動
二
輪
免
許
、
大
型
自
動
二
輪
免

許
及
び
原
動
機
付
き
自
転
車
免
許
を

除
く
。 

◆
補
助
対
象
者 

他
の
類
似
の
補
助
金
等
（
教
育
訓
練

給
付
金
等
を
除
く
）
の
交
付
を
受
け
て

い
な
い
深
浦
町
内
に
住
所
を
有
す
る

65
歳
未
満
の
方 

◆
補
助
金
申
請
時
期 

当
該
資
格
取
得
日
か
ら
起
算
し
て

１
年
以
内 

詳
し
く
は
、
問
合
せ
い
た
だ
く
か
、

町
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

□
問
合
せ
先 

総
合
戦
略
課 

地
域
政
策
係 

 
℡ 

 

74-

２
１
２
２ 

    

町
内
の
住
民
グ
ル
ー
プ
等
に
よ
る

自
主
的
な
地
域
づ
く
り
へ
の
取
組
に

か
か
る
経
費
の
一
部
を
補
助
し
ま
す
。

町
内
産
業
の
活
性
化
や
地
域
の
発

展
を
目
指
す
活
動
を
行
い
た
い
方
は
、

ぜ
ひ
ご
活
用
く
だ
さ
い
。 

◆
補
助
対
象
経
費 

地
域
活
性
化
に
つ
な
が
る
公
益
的

な
事
業
実
施
に
必
要
な
経
費 

※
町
以
外
か
ら
の
補
助
金
等
が
あ
る

場
合
は
、
そ
の
補
助
金
等
を
控
除
し
て

算
出
し
た
額 

◆
補
助
率
及
び
補
助
限
度
額 

・
補
助
対
象
経
費
の
５
分
の
４
以
内 

・
上
限
50
万
円 

◆
補
助
対
象
者 

町
内
に
住
所
を
有
す
る
個
人
、
団
体

及
び
個
人
事
業
者
並
び
に
法
人
で
、
自

主
的
か
つ
公
益
的
な
地
域
づ
く
り
を

行
う
３
人
以
上
の
住
民
グ
ル
ー
プ
等 

※
本
補
助
金
は
、
公
正
か
つ
円
滑
な
運

営
を
図
る
た
め
、
補
助
事
業
者
に
対

し
、
ヒ
ア
リ
ン
グ
を
実
施
し
ま
す
。
申

請
を
検
討
さ
れ
る
方
は
、
お
気
軽
に
ご

相
談
く
だ
さ
い
。 

□
問
合
せ
先 

総
合
戦
略
課 

地
域
政
策
係 

 

℡ 
 

74-

２
１
２
２ 

    

県
で
は
、
令
和
６
年
４
月
に
高
等
学

校
・
大
学
等
に
進
学
す
る
予
定
の
児
童

を
扶
養
し
て
い
る
配
偶
者
の
い
な
い

方
等
に
対
し
て
、
修
学
資
金
等
の
貸
付

予
約
を
実
施
し
て
い
ま
す
。
修
学
資
金

等
の
借
受
け
を
希
望
さ
れ
る
方
は
、
詳

し
い
リ
ー
フ
レ
ッ
ト
を
福
祉
課
に
お

い
て
配
布
し
て
お
り
ま
す
。 

 

こ
の
資
金
は
他
の
制
度
に
よ
る
奨

学
金
（
日
本
学
生
支
援
機
構
等
）
を
受

け
る
場
合
は
、
原
則
と
し
て
重
複
し
て

申
請
は
で
き
ま
せ
ん
が
、
特
に
必
要
と

認
め
ら
れ
る
場
合
に
お
い
て
そ
の
差

額
を
限
度
額
と
し
て
申
請
す
る
こ
と

が
で
き
ま
す
。 

◆
対
象
者 

令
和
６
年
４
月
に
高
等
学
校
等
に

進
学
又
は
修
業
施
設
に
入
所
を
希
望

す
る
者
を
現
に
扶
養
し
て
い
る
配
偶

者
の
な
い
者
等 

◆
貸
付
の
対
象
と
な
る
資
金 

（
１
）
就
学
支
度
資
金 

（
２
）
修
学
資
金 

（
３
）
修
業
資
金 

◆
事
前
相
談
及
び
申
請
受
付
場
所 

西
北
地
方
福
祉
事
務
所
（
五
所
川
原

市
栄
町
10 

青
森
県
五
所
川
原
合
同

庁
舎
２
階
） 

◆
申
請
受
付
期
間 

11
月
１
日
（
水
）
～ 

令
和
６
年
１
月
31
日
（
水
） 

□
問
合
せ
先 

西
北
地
方
福
祉
事
務
所 

 

福
祉
調
整
課 

℡ 
 

０
１
７
３-

35-

２
１
５
６ 

町町
民民
のの
資資
格格
取取
得得
をを
支支
援援

しし
まま
すす
～～
条条
件件
がが
緩緩
和和
ささ

れれ
まま
しし
たた
～～  

地地
域域
のの
魅魅
力力
向向
上上
支支
援援
事事

業業
費費
補補
助助
金金
のの
おお
知知
らら
せせ  

令令
和和
６６
年年
度度
母母
子子
及及
びび
父父

子子
並並
びび
にに
寡寡
婦婦
福福
祉祉
資資
金金

のの
予予
約約
貸貸
付付
のの
おお
知知
らら
せせ  



    

知
財
調
停
と
は
、
知
的
財
産
権
に
関

す
る
紛
争
に
つ
い
て
、
裁
判
官
・
弁
護

士
・
弁
理
士
な
ど
か
ら
構
成
さ
れ
る
調

停
委
員
会
の
助
言
や
見
解
を
得
て
、
話

合
い
に
よ
る
簡
易
・
迅
速
な
解
決
を
図

る
手
続
き
で
す
。
東
京
地
裁
・
大
阪
地

裁
に
申
し
立
て
る
こ
と
が
で
き
、
ウ
ェ

ブ
会
議
を
利
用
す
る
事
も
で
き
ま
す
。

詳
し
い
内
容
は
裁
判
所
ウ
ェ
ブ
サ
イ

ト
（
東
京
地
裁
・
大
阪
地
裁
）
を
ご
覧

く
だ
さ
い
。 

□
問
合
せ
先 

青
森
地
方
裁
判
所 

総
務
課 

庶
務
係 

℡ 

０
１
７-

７
２
２-

５
４
２
１ 

    ◆
日
時 

11
月
18
日
（
土
）
10
時
～
18
時 

◆
内
容 

Ｂ
型
肝
炎
被
害
対
策
東
北
弁
護
団

が
、
Ｂ
型
肝
炎
訴
訟
に
つ
い
て
、
弁
護

士
に
よ
る
無
料
電
話
相
談
を
行
い
ま

す
（
通
話
料
は
か
か
り
ま
す
）
。 

◆
対
象 

 

Ｂ
型
肝
炎
患
者
ま
た
は
そ
の
ご
家

族
（
患
者
が
亡
く
な
っ
て
い
る
場
合

は
、
そ
の
相
続
人
） 

◆
電
話
相
談 

℡ 

０
２
２-

２
６
６-

３
０
２
５ 

℡ 

０
２
２-

２
６
６-

３
０
２
６ 

 

予
約
不
要
で
す
。
電
話
相
談
会
日
時

に
直
接
お
電
話
く
だ
さ
い
。 

《
Ｂ
型
肝
炎
訴
訟
と
は
？
》 

 
幼
少
時
に
集
団
予
防
接
種
に
よ
り

Ｂ
型
肝
炎
に
感
染
し
た
と
認
め
ら
れ

る
患
者
に
対
し
て
病
態
に
応
じ
て
50

万
円
～
３
６
０
０
万
円
の
給
付
金
等

が
支
払
わ
ら
れ
る
制
度
で
す
。
た
だ

し
、
給
付
を
受
け
る
た
め
に
は
、
国
を

相
手
に
訴
訟
し
て
証
拠
に
基
づ
き
救

済
要
件
に
該
当
す
る
こ
と
を
確
認
し

た
う
え
で
国
と
和
解
等
を
す
る
必
要

が
あ
り
ま
す
。 

□
問
合
せ
先 

Ｂ
型
肝
炎
被
害
対
策
東
北
弁
護
団

事
務
局
（
小
野
寺
友
宏
法
律
事
務
所

内
） ℡ 

０
１
２
０-

76-

０
１
５
２ 

 

    

独
立
行
政
法
人
国
際
協
力
機
構
（
Ｊ

Ｉ
Ｃ
Ａ
）
は
、
開
発
途
上
国
で
現
地
の

人
々
と
同
じ
生
活
を
し
な
が
ら
、
と
も

に
働
き
、
人
づ
く
り
国
づ
く
り
に
貢
献

す
る
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
を
募
集
し
て
い

ま
す
。 

秋
募
集
の
期
間
中
、
弘
前
市
・
八
戸

市
に
て
説
明
会
を
開
催
し
ま
す
。
帰
国

し
た
Ｊ
Ｉ
Ｃ
Ａ
海
外
協
力
隊
か
ら
現

地
の
話
を
聞
い
て
み
ま
せ
ん
か
？
応

募
に
関
す
る
詳
し
い
情
報
を
得
る
絶

好
の
機
会
で
す
。
参
加
無
料
・
予
約
等

必
要
あ
り
ま
せ
ん
の
で
、
お
気
軽
に
お

越
し
く
だ
さ
い
。 

◆
日
時
・
会
場 

11
月
23
日
（
木
）
11
時
～
16
時 

八
戸
ポ
ー
タ
ル
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム 

11
月
25
日
（
土
）
14
時
～
16
時 

弘
前
学
院
大
学 

□
問
合
せ
先 

（
公
社
）
青
年
海
外
協
力
協
会 

Ｊ
Ｏ
Ｃ
Ａ
東
北
（
業
務
委
託
先
） 

℡ 

０
２
２
３-
36-

９
８
５
１ 

    

相
談
員
が
借
金
の
状
況
等
を
お
伺

い
し
、
必
要
に
応
じ
て
、
弁
護
士
等
に

引
継
ぎ
を
行
い
ま
す
。
一
人
で
悩
ま

ず
、
ご
相
談
く
だ
さ
い
。
秘
密
厳
守
・

無
料
で
す
。 

◆
受
付
時
間 

月
曜
日
～
金
曜
日 

（
祝
日
・
年
末
年
始
除
く
） 

８
時
30
分
～
12
時 

13
時
～
16
時
30
分 

◆
相
談
専
用
電
話
番
号 

０
１
７-

７
７
４-

６
４
８
８ 

□
問
合
せ
先 

東
北
財
務
局 

青
森
財
務
事
務
所 

理
財
課 

℡ 

０
１
７-

７
２
２-

１
４
６
３ 

 

広報ふかうら（お知らせ版）⑤ 

ごご
存存
じじ
でで
すす
かか
？？  知知

財財
調調
停停  

ＢＢ
型型
肝肝
炎炎
訴訴
訟訟  

  
  
  

無無
料料
電電
話話
相相
談談
会会  

ＪＪ
ＩＩ
ＣＣ
ＡＡ
海海
外外
協協
力力
隊隊  

募募
集集
説説
明明
会会  

借借
金金
にに
関関
すす
るる
相相
談談
窓窓
口口  



  

 

広報ふかうら（お知らせ版）⑥ 



  

 

広報ふかうら（お知らせ版）⑦ 

地　　　区 停　車　場　所 発車時間 帰り時間 地　　　区 停　車　場　所 発車時間 帰り時間

岩坂福祉センター前 　８：００　発 　１６：００　着 大間越センター前 　７：５０　発 　１６：１０　着

藤田燃料店前 　８：０３　↓ ↑ 津梅川スクールバス停 　７：５２　↓ ↑

田野沢地区国道入口（弁天宮付近） 　８：１８　↓ ↑ 大間越駅前 　７：５５　↓ ↑

田野沢バス停 　８：２０　↓ ↑ 旧秋穂油店前 　８：０１　↓ ↑

大戸瀬駅前バス停 　８：２２　↓ ↑ 旧いわさき南小学校前 　８：０４　↓ ↑

下晴山バス停 　８：２６　↓ ↑ 黒崎スクールバス停 　８：０７　↓ ↑

晴山福祉センター前 　８：２８　↓ ↑ 松神駅前 　８：１２　↓ ↑

上晴山バス停 　８：３０　↓ ↑ 旧須藤商店前 　８：１４　↓ ↑

下村バス停 　８：３３　↓ ↑ 誠和前 　８：１６　↓ ↑

下野中バス停 　８：３６　↓ ↑ 森　 山 森山バス停 　８：２０　↓ ↑

三浦建設前 　８：３８　↓ ↑ きらら保育園前 　８：２２　↓ ↑

芸能祭会場 フィットネスプラザゆとり 　９：００　着 　１５：００　発 正久センター前 　８：２４　↓ ↑

岩崎支所前 　８：２７　↓ ↑

岩崎駅前 　８：２９　↓ ↑

地　　　区 停　車　場　所 発車時間 帰り時間 芸能祭会場 フィットネスプラザゆとり 　９：００　着 　１５：００　発

桜沢バス停 　８：１０　発 　１５：５０　着

柳田農業環境改善センター前 　８：１２　↓ ↑

柳田バス停（岩谷石油前） 　８：１４　↓ ↑ 地　　　区 停　車　場　所 発車時間 帰り時間

関バス停 　８：１７　↓ ↑ いわさき薬局跡地前 　８：２０　↓ １５：３５　着

浄安寺前バス停 　８：１９　↓ ↑ モリピアわきもと前 　８：２２　↓ ↑

北金ヶ沢駅前バス停 　８：２１　↓ ↑ 丸山橋 　８：２４　↓ ↑

バイパス入口バス停 　８：２３　↓ ↑ 漁業振興センター前 　８：２６　↓ ↑

北金ヶ沢バス停 　８：２５　↓ ↑ 玉坂橋 　８：２９　↓ ↑

旧小野石油前 　８：２７　↓ ↑ 沢辺駅前十字路 　８：３１　↓ ↑

弁天崎バス停 　８：２９　↓ ↑ 旧消防屯所前 　８：３３　↓ ↑

榊原バス停 　８：３１　↓ ↑ 旧秋岩商店前 　８：３５　↓ ↑

芸能祭会場 フィットネスプラザゆとり 　９：００　着 　１５：００　発 舮作スクールバス停前 　８：３７　↓ ↑

月屋入口バス停 　８：３９　↓ ↑

小福浦集会所前 　８：４１　↓ ↑

地　　　区 停　車　場　所 発車時間 帰り時間 民宿きへい荘前 　８：４３　↓ ↑

大船海産前 　８：１５　発 　１５：４５　着 旧紀本商店前 　８：４５　↓ ↑

風合瀬いか焼き村前 　８：１８　↓ ↑ 岡崎駐車場前 　８：５１　↓ ↑

風合瀬スクールバス停（風合瀬駅付近） 　８：２１　↓ ↑ 旧深浦商工会前 　８：５３　↓ ↑

驫木バス停 　８：３０　↓ ↑ 菊地商店前 　８：５５　↓ ↑

吉田自動車前 　８：３２　↓ ↑ 深浦郵便局前 　８：５７　↓ ↑

塩見崎バス停（旧明道小学校前） 　８：３４　↓ ↑ 芸能祭会場 フィットネスプラザゆとり 　９：００　着 　１５：００　発

福沢商店前 　８：３７　↓ ↑

追良瀬バス停（黒滝商店前） 　８：３９　↓ ↑

新広戸橋バス停 　８：４３　↓ ↑ 地　　　区 停　車　場　所 発車時間 帰り時間

広戸福祉センター前 　８：４５　↓ ↑ 斉藤宅前バス停 　８：２５　発 　１５：３５　着

天坂修理工場前 　８：４７　↓ ↑ 猿の湯入口バス停 　８：２７　↓ ↑

東北電力サービスセンター前 　８：５０　↓ ↑ 旧長慶平小中前バス停 　８：２９　↓ ↑

工藤バッテリー前 　８：５２　↓ ↑ 津軽平橋バス停 　８：３１　↓ ↑

深浦駅前 　８：５４　↓ ↑ 深浦中学校前 　８：５３　↓ ↑

原田電機前 　８：５６　↓ ↑ 地蔵様前 　８：５５　↓ ↑

夕陽公園入口前 　８：５８　↓ ↑ 岡町消防屯所前 　８：５７　↓ ↑

芸能祭会場 フィットネスプラザゆとり 　９：００　着 　１５：００　発 芸能祭会場 フィットネスプラザゆとり 　９：００　着 　１５：００　発

ふかうら芸能祭　送迎バス運行表
開開催催日日：：令令和和５５年年１１１１月月１１８８日日（（土土））　　　　　　　　会会場場：：フフィィッットトネネススププララザザ　　ゆゆととりり

①①号号車車：：修修道道小小ススククーールルババスス（（中中型型）） ④④号号車車：：いいわわささきき小小学学校校（（ママイイククロロババスス））

岩　 坂
大間越

田野沢

松　 神

晴　 山

正　 久

岩崎上
②②号号車車：：大大戸戸瀬瀬中中ススククーールルババスス（（ママイイククロロババスス））

風合瀬（上）

黒　 崎

⑤⑤号号車車：：いいわわささきき小小ススククーールルババスス（（ママイイククロロババスス））柳　 田

岩崎中
関

７区・８区

風合瀬（下）

沢　 辺

北金ケ沢

岩崎下

１２ 区

舮   作

横   磯

③③号号車車：：深深浦浦小小学学校校ススククーールルババスス（（中中型型））

長慶平

驫　 木

３区・４区
５　区

追良瀬

広　 戸

⑥⑥号号車車：：ママイイククロロババスス
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低濃度ＰＣＢ廃棄物の調査及び期限内の処分をお願いします！ 

＝＝青森県庁から＝＝ 

 

 ポリ塩化ビフェニル（ＰＣＢ）は、かつて事業用の電気機器の絶縁油などに使用さ

れていました。しかし、人体に有害であることが分かり、昭和 47 年に製造が中止さ

れたものの、今でもＰＣＢを含んだ機器が発見されています。 

 低濃度ＰＣＢとは、濃濃度度がが 00..55mmgg//㎏㎏超超 55,,000000mmgg//㎏㎏以以下下ののＰＰＣＣＢＢでで汚汚染染さされれたた絶絶縁縁

油油等等を指します。低濃度ＰＣＢを含んだ電気機器には、製造後 30 年以上（一部例外

あり）経過した変変圧圧器器や電電力力用用ココンンデデンンササーー等の高圧受電機器の他に、ＸＸ線線発発生生装装

置置、、ＸＸ線線検検査査装装置置、、電電気気溶溶接接機機、、昇昇降降機機制制御御盤盤などに組み込まれている低低圧圧ココンンデデ

ンンササーーがあります。 

 また、低低濃濃度度ＰＰＣＣＢＢがが使使用用さされれたた古古いい低低圧圧進進相相ココンンデデンンササーー（モーターで稼働す

る設備や業務用冷凍・冷蔵庫などの電気機器の力率を改善する目的で設置される小

型のコンデンサー）が配配電電盤盤やや壁壁ななどどにに残残さされれたたままままととななっってていいるる例例も多数確認さ

れています。 

 ＰＣＢ廃棄物は、下表の期期限限ままででにに処処分分すするるここととがが法法律律でで義義務務付付けけられています。 
今一度、低濃度ＰＣＢが使用された電気機器がないか事業所内を確認し、発見さ

れた場合は、速やかに県への届出を行うとともに、期限内に処分するようお願いし
ます。 

なお、期期限限ままででにに処処分分ししななかかっったた場場合合、、法法律律にによよりり処処罰罰さされれるるここととががあありりまますす。。 

  

◆◆ＰＰＣＣＢＢ廃廃棄棄物物のの処処分分期期限限  

種種  類類  処処分分期期限限  

高高濃濃度度  

ＰＰＣＣＢＢ廃廃棄棄物物  

変変圧圧器器・・ココンンデデンンササーー等等※※１１  令令和和 44 年年((22002222 年年））33 月月 3311 日日【【終終了了】】  

安安定定器器・・小小型型電電気気機機器器等等  令令和和 55 年年((22002233 年年））33 月月 3311 日日【【終終了了】】  

低低濃濃度度ＰＰＣＣＢＢ廃廃棄棄物物  令令和和 99 年年((22002277 年年））33 月月 3311 日日  

※１ 万が一、これらの機器を発見した場合は、速やかに県にご連絡ください。 

※２ 通電中の電気機器などに近づくと、感電のおそれがあり大変危険です。 

  必ず専門の業者に依頼して確認してください。 

 

詳しくは、青森県ＨＰ ＰＣＢ  検索 

 

□問合せ先 

    青森県環境生活部環境保全課  TEL:017-734-9584（直通） 

    中南地域県民局環境管理部   TEL:0172-31-1900（直通） 
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有料求人広告 



 
 
  

 

 

■法テラス鰺ヶ沢法律事務所の概要 

所在地 〒０３８－２７６１                     

鰺ヶ沢町舞戸町後家屋敷９－４ 鰺ヶ沢町総合保健福祉センター内 

時 間 ９:００～１７:００(土・日・祝日は休業）           

業 務 ◆有料・無料法律相談（★★事事前前予予約約制制★★、無料相談は条件有り） 

※高齢者や障がいのある方など、法律事務所にお越しいただくことが困難な場合は

出張法律相談ができる場合があります。 

◆訴訟手続代理業務や債務整理代理業務など事件の受任 

～伊藤弁護士一言メモ～ 
「「他他人人のの人人生生をを左左右右すするる仕仕事事ををししてていいるるののだだかからら、、法法律律家家はは聖聖人人君君子子のの  

よよううなな人人ででああっっててほほししいい」」。。  
時時ににはは人人のの生生命命ををもも奪奪うう判判決決にに関関わわるるここととももああるるののでですすかからら、、一一般般のの方方  

がが法法律律家家にに高高潔潔なな人人格格をを求求めめるるののもも無無理理ははなないいよよううなな気気ががししまますす。。  
ででもも、、法法律律家家だだっってて人人間間でですす。。トトイイレレににもも行行くくしし、、忘忘れれ物物ををすするる時時ももああ  

りりまますす。。家家にに帰帰っったたらら夫夫婦婦げげんんかかををししてていいるるかかももししれれまませせんん。。ししかかしし法法律律  
家家自自身身ががそそののよよううなな神神ななららぬぬ人人間間ででああるるかかららここそそ、、相相談談にに来来るる方方々々のの心心のの  
痛痛みみやや苦苦悩悩ももわわかかるるとといいううももののでですす。。  

技技術術のの進進歩歩でで、、いいつつかか完完全全無無欠欠なな AAII 弁弁護護士士ななるるももののがが登登場場ししたたととししてて  
もも、、私私だだっったたららここののよよううなな相相談談対対応応ををさされれたたらら嫌嫌でですすねね。。  
「「ワワタタシシ、、カカンンペペキキダダカカララ、、ママチチガガイイオオココササナナイイ。。ダダカカララ、、アアナナタタモモ、、  
ナナヤヤムムヒヒツツヨヨウウナナイイ。。ハハイイ、、ソソウウダダンンヲヲワワリリ。。ソソウウダダンンリリョョウウ 55550000 エエンンイイタタダダキキママスス。。」」  
□問合せ先 法テラス鰺ヶ沢法律事務所 ＴＥＬ ０５０－３３８３－８３６９  

 

 

保健師による健康相談を行います。 
心身の健康についての相談がありましたらお気軽にご利用ください。 

（各地区の生きがい活動と同時に実施しています） 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

□問合せ先 健康推進課 ＴＥＬ ８２－０２８８ 

健健康康相相談談日日程程【【１１１１月月分分】】  
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法法テテララスス鯵鯵ヶヶ沢沢通通信信  vvooll..9933  

 

伊藤弁護士 

⽇ 曜⽇ 時間 地区 場所
1 ⽔ 13：00〜15：00 北⾦ヶ沢 ⼤⼾瀬⽀所
6 ⽉ 10：00〜12：00 岩崎下 漁業振興センター
8 ⽔ 10：00〜12：00 ⼤間越 ⼤間越地区コミュニティセンター

10：00〜12：00 岩崎上 岩崎上地区コミュニティセンター
13：00〜15：00 岩坂 岩坂福祉センター
13：00〜15：00 １２区 ふれあいプラザ（恵⽐寿）

10 ⾦ 10：00〜12：00 ⻑慶平 ⻑慶平福祉センター（4月～11月）

10：00〜12：00 晴⼭ 晴⼭福祉センター
10：00〜12：00 驫⽊ 多⽬的集落センター
13：00〜15：00 追良瀬 追良瀬福祉センター
13：30〜15：30 松神 松神地区コミュニティセンター

28 ⽕ 13：00〜15：00 ⽥野沢 ⽥野沢福祉センター
30 ⽊   9：30〜11：30 柳⽥ 柳⽥農業環境改善センター

27 ⽉

9 ⽊
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□問合せ　総合戦略課　企画調整係　TEL　７４-２１２２
★は深浦町公民館活動

日日曜曜日日 月月曜曜日日 火火曜曜日日 水水曜曜日日 木木曜曜日日 金金曜曜日日 土土曜曜日日
29 30 31 1 2 3 4

保健師健康相談
(北金ヶ沢)

★編み物教室
　　　(10時～)
★深浦婦人会
      (19時～)

文化の日 ★深浦町文化祭
作品展 (9時～)

5 6 7 8 9 10 11
★深浦町文化祭
作品展 (9時～)

保健師健康相談
(岩崎下)
★食生活改善推
進員講習会
　 　　(9時～)
★日本教育書道
会　　(15時～)

★楽陶会  (9時～)
★浜萱草句会
　    (9時30分～)
★エコクラフト愛好
会       (10時～)
★ゲートボール協会
         (12時～)
★深浦ねぶた踊り普
及会     (19時～)

保健師健康相談
(大間越)
★サークル人形
愛好会(11時～)
★ゲートボール
協会  (12時～)

保健師健康相談
(岩崎上、岩
坂、12区)
★楽陶会  (9時～)
★支援センターほほ
えみ  (9時30分～)
★拳舞の会
　　   　(13時～)
★光楓書友会
　　   　(18時～)

保健師健康相談
(長慶平)
★運動不足解消
プログラム
   (9時30分～)
★花咲会
      (10時～)
★ゲートボール
協会  (12時～)

★グランドゴル
フ協会(13時～)
★みぃーてぃん
ぐぷれいす
　　　(14時～)

12 13 14 15 16 17 18
★ヨガ教室
      (10時～)
★ゲートボール
協会  (12時～)

★パッチワーク
愛好会(10時～)
★グランドゴル
フ協会(13時～)
★日本教育書道
会　　(15時～)

★エコクラフト
愛好会(10時～)
★ゲートボール
協会  (12時～)
★深浦ねぶた踊
り普及会
      (19時～)

★ゲートボール
協会  (12時～)

★支援センター
ほほえみ
　 (9時30分～)
★ゲートボール
協会  (12時～)
★かすみ草の会
　　 （13時～)

★料愛クラブ
　　　 (9時～)
★運動不足解消
プログラム
   (9時30分～)
★ゲートボール
協会  (12時～)

★グランドゴル
フ協会(13時～)
★みぃーてぃん
ぐぷれいす
　　　(14時～)

19 20 21 22 23 24 25
★将棋愛好会
      (10時～)
★ヨガ教室
　　　(10時～)
★ゲートボール
協会  (12時～)

★パッチワーク
愛好会(10時～)
★グランドゴル
フ協会(13時～)
★日本教育書道
会　　(15時～)

★楽陶会
　　　 (9時～)
★エコクラフト
愛好会(10時～)
★ゲートボール
協会  (12時～)
★弘前ヒヤリン
グ    (13時～)

★サークル人形
愛好会(11時～)
★ゲートボール
協会  (12時～)

勤労感謝の日
★拳舞の会
　　　(13時～)
★光楓書友会
　　　(18時～)

★楽陶会
　　　 (9時～)
★ゲートボール
協会  (12時～)

★グランドゴル
フ協会(13時～)
★みぃーてぃん
ぐぷれいす
　　　(14時～)

26 27 28 29 30 1 2
★ヨガ教室
      (10時～)
★うどん教室
      (10時～)
★ゲートボール
協会  (12時～)

保健師健康相談
（晴山、驫木、
追良瀬、松神）
★パッチワーク
愛好会(10時～)
★グランドゴル
フ協会(13時～)
★日本教育書道
会　　(15時～)

保健師健康相談
(田野沢)
★楽陶会  (9時～)
★運動不足解消プロ
グラム
      (9時30分～)
★エコクラフト愛好
会       (10時～)
★ゲートボール協会
         (12時～)

★ゲートボール
協会  (12時～)

保健師健康相談
(柳田)
★楽陶会
　　　 (9時～)
★支援センター
ほほえみ
　 (9時30分～)
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